
複数の輸入貨物に係る加算要素としての無償提供費用等
が一括して支払われる場合には、

原則、個々の輸入貨物の数量等に応じた合理的な方法に
より按分して、当該輸入貨物の課税価格に算入することと
なります。

加算する場合の取扱いについて
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金型輸出

¥1,000
第1回輸入

2,000個・円

第2回輸入

4,000個・円

第3回輸入

4,000個・円

第4回輸入

6,000個・円

第5回輸入

4,000個・円

・契約個数 20,000個
・契約金額 20,000円

包括評価申告
（￥０.０５／個

を加算）

評価加算
¥300

評価加算
¥200

評価加算
¥200

評価加算
¥100

評価加算
¥200



ただし、次に掲げる費用等の額の加算については、輸入者から
希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がない
と認められるときは、当該費用等の額は、便宜特定の輸入貨物の
課税価格に一括して算入することができます。

(1) 定率法第４条第１項第３号に掲げる費用

(2) 定率法第４条第１項第１～２号、第４～５号に掲げる費用等であっ
て、個々の輸入貨物への按分が困難と認められるもの

一括加算について
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金型輸出

¥1,000

第1回輸入

2,000個・円

第2回輸入

4,000個・円

第3回輸入

4,000個・円

第4回輸入

6,000個・円

第5回輸入

4,000個・円

・契約個数 ∞
・契約単価 1円／個

評価加算
¥1,000

包括評価申告
（初回輸入申告
に一括加算）

関税率が異なる複数の品目に係る
ものである場合には一括加算はで
きません。



金型輸出
¥1,000

第1回輸入
2,000個・円

第2回輸入
4,000個・円

第3回輸入
4,000個・円

第4回輸入
6,000個・円

第5回輸入
4,000個・円

修正申告
¥100

修正申告
¥200

評価加算
¥200

評価加算
¥200

評価加算
¥300

包括評価申告

一部輸入済；輸入済分は修正申告
未輸入分；原則的な加算方法（個々の輸入貨物に按分）

輸入済

・契約個数 20,000個
・契約金額 20,000円

加算要素の一括加算について
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金型輸出
¥1,000

第1回輸入
2,000個・円

第2回輸入
4,000個・円

第3回輸入
4,000個・円

第4回輸入
6,000個・円

第5回輸入
4,000個・円

契約個数 20,000個
契約金額 20,000円

修正申告
¥100

修正申告
¥200

←評価加算
（一括加算）

¥700包括評価申告

輸入済

一部輸入済；輸入済分は修正申告
未輸入分；要件（輸入者希望、課税上の支障なし）を充足すれば一括加算が可能

加算要素の一括加算について
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改正後 改正前

第2 節 課税価格の決定
（輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る
課税価格の決定の特例）
4 の6―2 法第4 条の6 第2 項の規定に関する用語の
意義及び取扱いについては、次による。
(1)及び(2) （省略）
(3) 「当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされた
とした場合の価格」とは、本邦の卸売業者が一般的に
本邦における再販売等の商業目的のために当該貨物
と同種の貨物を当該外国において卸取引の段階で購
入するとした場合の価格をいい、「海外小売価格
×0.6」により算出するものとする。ただし、金、白金そ
の他の国際相場価格がある物品等であって、通常、卸
取引の段階と小売取引の段階において、これらの価格
の間に相当の差異がないと認められる物品については、
この限りでない。

この場合において「海外小売価格」とは、原則として
輸入者が当該貨物を取得する際実際に支払った価格
（郵便物にあっては、税関告知書等に記載されている
価格）とする。ただし、申告価格又は税関告知書等に
記載されている価格が著しく低価である等その真実性
に明らかな疑念が持たれる場合又は価格が不明であ
る場合は、類似品の価格、税関が調査した鑑定資料等
を参考として、賦課課税方式が適用される貨物にあっ
ては課税価格を決定し、申告納税方式が適用される貨
物にあっては修正申告を求め、又は更正をする。
(4) （省略）

第2 節 課税価格の決定
（輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る
課税価格の決定の特例）
4 の6―2 法第4 条の6 第2 項の規定に関する用語の
意義及び取扱いについては、次による。
(1)及び(2) （同左）
(3) 「当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされた
とした場合の価格」とは、本邦の卸売業者が一般的に
本邦における再販売等の商業目的のために当該貨物
と同種の貨物を当該外国において卸取引の段階で購
入するとした場合の価格をいい、「海外小売価格×0.6」
により算出するものとする。
この場合において「海外小売価格」とは、原則として輸
入者が当該貨物を取得する際実際に支払った価格（郵
便物にあっては、税関告知書等に記載されている価
格）とする。ただし、申告価格又は税関告知書等に記載
されている価格が著しく低価である等その真実性に明
らかな疑念が持たれる場合又は価格が不明である場
合は、類似品の価格、税関が調査した鑑定資料等を参
考として、賦課課税方式が適用される貨物にあっては
課税価格を決定し、申告納税方式が適用される貨物に
あっては修正申告を求め、又は更正をする。
(4) （省略）

個人的に使用する貨物に係る特例（定率法基本通達4の6-2）

【H28.8.1改正】
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輸入者等の皆様からの事前教示に対して税関が文書回答した事例
について、原則ＨＰに掲載しています。

○ 事前教示

○ 質疑応答事例

○ 関税評価用語等解説

輸入者等の皆様からの照会に対して税関が回答した事例のうち、
他の輸入者の方々にも参考となるものを項目別に掲載しています。

関税評価の取扱事例等（税関HP掲載）

関税評価に関する法令等の用語について、Q&A形式で説明しています。

○ その他
課税価格の計算方法、評価申告制度の概要等も掲載しています。
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【お問い合わせ先】
東京税関 業務部 首席関税評価官
（TEL：03-3599-6411）

関税評価についての文書による事前教示
をご利用ください！

関税評価についてのインターネットによる
照会もご利用ください！
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（参考）税関ＨＰ（http://www.customs.go.jp）

①

「輸出入手続」をクリック
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※現在の画面は
異なります
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②

「輸入貨物の関税評価
事例」をクリック
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③

「質疑応答事例」をクリック
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④
各設問 をクリックすると

（答え）が表示される

31
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